
○和光市あき地の環境保全に関する条例施行規則 

昭和４８年８月３０日 

規則第３４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、和光市あき地の環境保全に関する条例（昭和４８年条例第２５号。

以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（業者のあっせん） 

第２条 市長は、あき地の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）が当該あき地

の不良状態を除去できないときは、所有者等の申出により、その除去をする業者のあっ

せんをすることができる。 

２ 前項のあっせんを受けようとする所有者等は、あき地の雑草等除去業者あっせん申出

書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（勧告及び命令） 

第３条 条例第５条の勧告は、勧告書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 条例第５条に規定する命令は、命令書（様式第３号）により行うものとする。 

（立札の表示等） 

第４条 市長は、所有者等からあき地の利用提供の申出があったときは、そのあき地に、

公共の利用に供する旨の表示を行うものとする。 

２ 市長は、所有者等から当該あき地を使用する旨の申出があったときは、直ちに返還す

るものとする。 

附 則 

この規則は、昭和４８年９月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第２３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第２号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第４５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 



２ この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市あき地の環境保全に関する条例

施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

 


